
84．人権擁護委員実費弁償金(総額及び1人当たりの金額)(平成28年度～令和7年度）

委員1人当たりの金額は､人権擁護委員実費弁償金の総額を予算定数で除した金額である。
上段（ ）内は､補正後予算額である。
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28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度

総額（千円）

(1,161,899）

1,161,899

(1,244,760)

1,244,760

(1,304,500)

1,304,500

(1,321,948）

1,321,948

(1,183,622）

1,341,876

(1,319,921）

1,319,921

(1,323,551）

1,323,551

(1,324,849）

1,324,849

(1,330,528)

1,330,528 1,341,901

委員1人当たりの金額

(千円）

(82）

82

(87）

87

(92）

92

(93）

93

(83）

94

(93）

93

(93）

93

(93）

93

(93）
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